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みやま市公共施設等総合管理計画及び公共施設個別施設計画改訂支援業務委託仕様書 

 

１．目的 

本市が所有する公共施設等の現状と課題を整理し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うた

め、平成 28 年度（平成 29 年 3 月）に「みやま市公共施設等総合管理計画」を策定した。その後、計

画を推進するため、令和 2年度（令和 2年 9月）に「みやま市公共施設等総合計画個別計画」を策定、

「令和 3年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」（令和 3年１月

26日）など、総務省通知、指針を踏まえ令和 3年度（令和 4年 3月）に「みやま市公共施設等総合管

理計画」の見直しを行った。現行計画においては、平成 29 年度から令和 8 年度までの 10 年間を計画

期間としている。令和 8 年度に現行計画の計画期間が満了を迎えることから、本市の公共施設等の現

況及び財政収支、費用負担の見通しについて、最新の情報に更新するとともに、国の指針等を念頭に

人口減少や社会情勢の変化を踏まえ、基本方針・削減目標等を再検証し改訂することを目的とする。 

 

２．委託期間 

契約締結日の翌日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

 

３．委託概要 

みやま市公共施設等総合管理計画及び公共施設個別施設計画（改訂版の作成） 

（計画期間 10 年、令和 10年度～令和 19 年度） 

 

４．対象施設 

対象施設等は、現行計画で対象としている範囲とする。なお、本市が指定する公共施設 130 施設につ

いて現地調査を行い、施設カルテを更新及び新規作成すること。 

 

５．委託内容 

（１）事前準備  

本業務を遂行するにあたり必要な作業、人員配置、工程等について適切かつ詳細な技術提案書等

を立案し、本市の承認を得ること。 

（２）公共施設等の現況調査及び将来の見通し 

①有形固定資産減価償却率及び公共施設保有量（延床面積）について類似団体との比較・分析を行

うこと。 

②財政状況及び総人口や年代別人口の今後の見通しの期間は、令和 10年度から令和 39年度の 30年

間とすること。また、第 2次みやま市総合計画の人口想定を踏まえて検討すること。 

③公共施設等について、現在の維持管理費の算出や現行通りの取組みを続けた場合の経費の試算、

既存の公共施設等の市が保有する既存の計画（以下、「既存の計画」という）に示された対策を行

った場合の経費の試算を行うこと。また、これらの経費に充当可能な財源の見込みについて検討

し、指定管理者制度の導入や民間活用（PPP/PFI）など具体的な削減方法を提案すること。 
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④試算は総務省が公開している「公共施設等更新費用試算ソフト」等を用い、試算期間は 30年とす

ること。 

⑤既存の計画や固定資産台帳等との整合性を図ること。 

（３）基本的な方針  

①公共施設の数や延床面積の数量に関する数値目標を設定すること。 

②本市の財政収支見通しを踏まえ、公共施設等の維持管理・更新等がどの程度可能な状況か調査す

ること。 

③他の地方自治体との比較等を行い、公共施設等の数量等が適正規模にあるか等を整理すること。 

（４）公共施設の現況把握、施設カルテの更新及び新規作成 

①公共施設の現況について、現地調査の上、施設所管課のヒアリング等を行い、劣化状況や耐震化

状況、収支状況等を評価すること。 

②現地調査は、本市が指定する公共施設 130施設の目視及び手の届く範囲での打診調査を行うこと。 

③公共施設の施設カルテの更新を行い、既存の計画策定後に新たに建築・整備され、既存の計画に

掲載されていない公共施設について施設カルテを新規作成すること。 

（５）総合管理計画（改訂版）、個別管理計画（改訂版）のとりまとめ、作成 

①みやま市公共施設等総合管理計画及び公共施設個別施設計画について、上記の項目を十分に反映

した改訂を行うこと。 

②既存の計画に記載されている内容は改訂の計画の候補として検討するものとし、市と協議のうえ

決定すること。 

③現在、国が示している指針等を反映した改訂を行うこと。また、今後指針等に変更等があった場

合も、改訂に反映させること。 

（６）会議の運営支援  

①打合せは初回、中間 4 回、納品時の計 6 回を基本とすること。また、必要に応じて回数の調整を

行うものとする。 

②本業務を遂行するにあたり実施する会議等を行う場合、資料の作成、会議出席、議事録の作成な

どの会議運営の支援を行うこと。 

（７）その他、計画見直しに係る支援等 

①専門知識を要する資料等の作成支援を行うこと。 

②国における制度動向を把握し、その影響等についても情報提供、適正な支援を行うこと。 

③国の指針に即した計画改訂を行った他自治体の状況について調査を行い、本市業務の参考とする

こと。 

 

６．成果品 

（１）劣化状況等調査報告書（Ａ４判簡易製本）          １部 

（２）施設カルテ（Ａ４判簡易製本）               １部 

（３）公共施設個別施設計画（Ａ４判簡易製本）          ３部 

（４）公共施設等総合管理計画（Ａ４判簡易製本）         ３部 
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（５）公共施設等総合管理計画（概要版）             ３部 

（６）業務報告書（業務概要、評価資料、委員会資料、議事録等）  １部 

（７）その他関連資料                      １式 

（８）上記（１）から（６）の成果品の電子データ（ＣＤ等）    １式 

※Word又は Excelなど編集可能なデータ及びＰＤＦデータの両方とする。 

 

７．業務条件 

（１）本市の条例、規則等を遵守し、市の立場に立ち業務の遂行にあたること。 

（２）委託業務の全部を一括して第三者に再委託することは認めない。但し、委託業務の一部を委託

する場合については、あらかじめ本市の承諾を得ること。 

（３）本業務の遂行にあたり必要となる資料及びデータの提供は、本市が妥当と判断する範囲内で提

供する。所定の手続きをもって受注者に無償で貸与するものとするが、業務完了後には速やか

に返却すること。 

（４）目的物の納入前に事故が発生したときには、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対

策等を本市に報告し、応急措置を加えた後、書面により報告を行うこと。 

（５）受注者は、みやま市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 5年 3月 16日条例第 1号）を

遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後において

も同様とする。 

（６）本業務における成果品及び業務中に作成した資料の所有権及び著作権は、すべて本市に帰属す

るものとすること。 

（７）本業務について、本市側の作業と受注者側の作業を明確にすること。 

（８）本業務において打ち合わせ及び現地調査等を実施した場合は、速やかに議事録を作成し提出す

ること。 

（９）業務完了後に受託事業者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、受託事 

業者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は、受託事業者

の負担とすること。 

（10）本業務に文献その他の資料を引用した場合は、当該文献、資料名等を明記すること。 

（11）その他、本仕様書の解釈及び本仕様書に記載の無い事項に関して疑義が生じた場合は、必要に 

応じて、本市と受注者において、協議の上、対応するものとする。 

 

８．担当部署、納品場所 

みやま市役所 企画部契約検査課 契約検査係 

所在地 〒835-8601 福岡県みやま市瀬高町小川５番地 本庁舎 ３階 

電 話 ０９４４－６４－１５０６（直通） 

ＦＡＸ ０９４４－６４－１５０７ 

E-mail keiyakukensa@city.miyama.lg.jp 


